
 

 

 

 

 

 

第３次射水市中小企業振興計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射  水  市 

2024 年３月 



 
 

 

 

 

 

 

目 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

第１章 計画の趣旨と計画期間 
 

１ 計画策定の趣旨 

本市では、2019（令和元）年４月に、中小企業等の振興に係る基本的な事項を定め、その振
興策を総合的に推進することで、地域社会の持続的な発展及び市民生活の向上を図るため、射
水市中小企業・小規模企業振興基本条例を策定しています。この条例に定める基本理念の実現
に向け、中小企業振興に係る基本施策等をまとめた「第２次射水市中小企業振興計画」では、産
学官金それぞれが関連する取組を実践してきました。 

しかしながら、2020（令和２）年に世界中でまん延した新型コロナウイルス感染症の影響に
より、日常生活が大きく変化するとともに、企業においては、リモートワーク等の新たな働き
方や DX（デジタル・トランス・フォーメーション）化への対応が求められるなど、社会経済環
境は大きく変化しています。また、急速な人口減少による雇用の確保や後継者の育成、さらに
は、脱炭素社会の実現を目指す GX（グリーン・トランス・フォーメーション）の推進といった
大きな課題解決にも取り組む必要があります。 

こうした状況に加え、現計画が 2023（令和５）年度をもって５か年の計画期間が終了するこ
とから、既存の施策を検証するとともに、昨今の社会経済環境の変化を踏まえた新たな施策を
打ち出し、地域振興・産業活性化を図るため、「第３次射水市中小企業振興計画」を策定するも
のです。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第３次射水市総合計画 
●まちの将来像 
「いろどり ひろがる ムズムズ射水」 
●基本方針 元気な産業 多彩な仕事 

◇将来の姿:地域産業の魅力が高まり、活力にあふれている 
⇒基本目標:産業の競争力を高め、地域経済の振興を図る 

◇将来の姿:ライフスタイルや価値観にあった働き方ができている 
⇒基本目標: 
・新しいビジネスの場を創出し、チャレンジしやすい環境を作る 
・働く選択肢を増やし、働きがいのある職場づくりを進める 

その他の関連計画 
◇第２期射水市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 
◇射水市立地適正化計画 
◇射水市都市計画マスタープラン 
◇射水市観光振興計画 
◇射水市 DX ビジョン 等 
 

第３次射水市中小企業振興計画 
2024（令和６）年度 

   ～2028 年度（令和 10 年度） 

射水市中小企業・ 
小規模企業振興基本条例 

連携・整合 

国・県の計画等 

連携・整合 

■関連計画等との位置づけ 
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２ 計画の期間 

本計画の期間は、2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度までの５年間とし、第３次
射水市総合計画との整合性を図っていきます。 

なお、第３次射水市総合計画の基本構想は、2023（令和５）年度から 2032（令和 14）年度
までの 10 年間で、基本計画は、2023 年（令和５）年度から 2027 年（令和９）年度の前期計
画と、2028 年（令和 10）年度から 2032 年（令和 14）年度までの後期計画で構成されていま
す。 

 
■計画の期間 

 2023 
(R5) 

2024 
(R6) 

2025 
(R7) 

2026 
(R8) 

2027 
(R9) 

2028 
(R10) 

2029 
(R11) 

2030 
(R12) 

2031 
(R13) 

2032 
(R14) 

中小企業振興計画 

          

 第３次中小企業振興計画     
          

総
合
計
画 

基本構想 
          

第３次射水市総合計画(R5～R14)（10 年間） 
          

基本計画 
          

前期:R5～R9（５年間） 後期:R10～R14（５年間） 
          

実施計画 
          

前期:R5～R9（５年間） 後期:R10～R14（５年間） 
          

 

 

 

３ 計画の策定体制 

計画の策定に当たっては、2019(平成 31)年４月に制定された「射水市中小企業・小規模企業
振興基本条例」の趣旨に鑑み、また、国・県の動向や社会潮流、本市の関連計画や統計データ、
企業状況調査、市民アンケート等を踏まえながら、市内中小企業に係る課題を整理し、中小企
業の振興策の方向性や取組等を定めました。 

 
■策定体制イメージ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

第３次射水市中小企業 

振興計画検討委員会 

事務局 (商工企業立地課) 
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指示 

結果 
提出 

意見 
提案 
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情報 
提供 

市民等 市 

検討結果 
報 告 

検討委員会 

計画策定 

パブリック 
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市民・事業者 
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企業状況調査 

企業 
ヒアリング 
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第２章 射水市の中小企業の状況 
 

１ 射水市の中小企業を取り巻く現状 

（１）人口の状況 

○本市の総人口は、2005（平成 17）年以降、継続して減少傾向にあり、今後も少子高齢化の傾
向が予測されています。特に若年層の転出が背景にあると考えられ、2018（平成 30）年はと
りわけ 20 歳～24 歳世代の首都圏等へ向けた転出超過（社会減）が顕著に見られます。 

○自然動態は、死亡が出生を上回る自然減が続いており、近年その差が拡大する傾向となって
います。社会動態は、近年転入数と転出数が交差する状態が続いていますが、直近の 2022
（令和４）年には転入超過となっています。 

 

 ■総人口の推移・年齢３区分別人口割合の推移 

                  

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和２年までは国勢調査、2025 年以降は社会保障・人口問題研究所の推計 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」（前年 10 月１日～当年９月 30日） 

■人口動態の推移 
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■人口に占める外国人住民の割合
射水市 入善町 高岡市 小矢部市

2.62% 1.86% 1.79% 1.77%
滑川市 上市町 朝日町 氷見市
1.20% 1.12% 1.12% 0.96%

南砺市 舟橋村 富山市 砺波市
1.69% 1.63% 1.54% 1.47%

魚津市 立山町 黒部市 （富山県）

0.95% 0.83% 0.79% 1.58%
資料：令和２年国勢調査

○年齢別男女別の純移動数の推移をみると、男性は、15～19 歳→20～24 歳において経年的に
純移動のマイナス幅が縮小傾向となっています。これに対し、女性はあまり変化がなく、若
い女性の人口流出に歯止めがかかっていない傾向がうかがえます。 

○外国人住民は 2013（平成 25）年から 2021（令和３）年にかけて 1.6 倍に増え、2021 年時
点で 2,751 人、総人口の約３％を占めています。令和２年国勢調査では、県内で最も高い外
国人比率となっています。 

 

■人口純移動数の推移 

 【男性・年齢別の純移動数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【女性・年齢別の純移動数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外国人住民の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成 
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（２）就業者の状況 

○産業別就業者数については、2020（令和２）年時では 46,499 人と 2015（平成 27）年の数
値と比較して微減となっています。特に第一次産業、第二次産業では減少傾向が続いていま
す。 

○産業別就業者数と特化係数については、漁業、製造業は強みの産業分野となっていますが、
近年減少傾向がうかがえ、楽観視できない状況となっています。 

 

■産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業別就業者数と特化係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

2020（令和２）年 

資料：令和２年国勢調査（常住地による産業（大分類）別就業者） 
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1…

59.7 

68.9 
64.5 64.9 

68.5 70.6 70.2 68.0 

57.3 

18.1 10.2 

69.3 

81.1 80.1 82.1 82.9 84.4 82.4 79.7 

64.3 

19.5 

〇女性の就業率をみると、2020（令和２）年では、全国の就業率よりも高く、女性の就業の
高さを示しています。 

〇共働き率をみると、2020（令和２）年では、全国、県の割合よりも高くなっています。 
 

 

■女性の就業率（全国・射水市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■共働き率（全国・富山県・射水市比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：令和２年国勢調査 

注）共働き率・・・夫、妻ともに就業世帯数/夫婦のいる一般世帯数 

資料：令和２年国勢調査 就業状態等基本集計 
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（３）事業所、従業者数の状況 

○民営事業所数と従業者数の推移について、2016（平成 28）年と 2021（令和３）年を比較す
ると、事業所数は減少傾向となっていますが、従業者数は増加がうかがえます。 

○新設、廃業の事業所件数の推移をみると、2021（令和３）年では、新設、廃業ともに近年で
は最も件数・割合が高くなっています。 

 

   ■民営事業所、従業者数の推移（農林漁業を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■新設、廃業の事業所件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：経済センサス-活動調査 

資料：経済センサス-基礎調査、活動調査 

注）2019 年は廃業の件数に休業の事業所を含んでいるため参考値 
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（４）産業構造の状況（事業所、従業者数、売上金額の業種種別構成比） 

○全国、富山県と比較して、全産業において高い業種をみると、事業所割合では「建設業」「製
造業」「卸売業、小売業」「サービス業（他に分類されないもの）」が多くなっています。 

○従業者の割合（事業所単位）では「製造業」「運輸業、郵便業」が多くなっています。 

○売上高（企業単位）では「製造業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「運輸業、郵便業」が多く
なっています。 

 

■事業所数の構成比 2021（令和３）年          

   

 

 

 

 
 
 
 
■従業者数（事業単位）の構成比 2021（令和３）年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■売上高（企業単位）の構成比 2021（令和３）年 

  

 

 

 

 

 

 

  

資料：地域経済分析システム（経済センサス活動調査） 注）売上髙は一部の事業所等については

試算値のため参考値 
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（億円）

（５）工業、商業の状況 

○全産業における付加価値額では、「製造業」が最も高い割合を占め、射水市にとって重要な産
業であることがわかります。「製造業」の付加価値額の割合をみると、全国や富山県に比べて
「非鉄金属製造業」「鉄鋼業」の業種の割合が多く分布している状況となっています。 

○射水市の製造品出荷額等、付加価値額は 2009（平成 21）年のリーマンショック以降、持ち
直し基調にありましたが、2021（令和 3）年には再び減少傾向となっており、新型コロナウ
イルスによる影響が想定されます。 

■全産業 付加価値額 2021（令和 3）年       ■「製造業」の付加価値額の割合 2021（令和 3）年 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

■製造品出荷額等と付加価値額の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査、2021 年は経済センサス活動調査 

資料：令和３年経済センサス‐活動調査 

令和３年経済センサス‐活動調査 

単位：百万円 
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0
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○卸・小売業の年間販売額の推移をみると、卸売業は 2007（平成 19）年まで増加した後、そ
れ以降は減少しましたが近年は再び増加傾向にあります。小売業については増減がみられな
がら、直近年では減少傾向にあります。卸・小売販売総額は、2007（平成 19）年に 3,000 億
円を超えているほかは、2,000 億円台後半で推移しています。 

■卸・小売業の年間商品販売額の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：射水市統計書、2016 年以降経済センサス 

 
（６）雇用の状況 

〇充足数については、県全体、ハローワーク高岡管内ともに、2011（平成 23）年度以降、一貫
して減少傾向となっています。 

〇有効求人倍率については、県全体、ハローワーク高岡管内ともに、全国数値よりも高くなっ
ており、求職者数に対して求人数が上回る状況が続いています。 

■充足数の年度ごとの推移（富山県（全体）とハローワーク高岡の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有効求人倍率の推移（全国、富山県とハローワーク高岡の比較） 

 

 

 

 
 

 
  

資料：富山労働局「業務概況（資料編）」、ハローワーク高岡「労働市場の動向」を基に作成 

資料：富山労働局「富山県の雇用情勢」を基に作成 
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（７）地域経済循環の状況 
① 射水市における地域経済循環図 

〇射水市の 2018（平成 30）年における地域経済循環図をみると、各産業活動による生産（付
加価値額）は 4,301 億円となっています。 

〇分配される所得総額は 4,457 億円で、生産÷分配で算出される地域経済循環率は 96.5％と
なっており、一定の循環率は保っていますが、所得の 3.5%を市外に依存している状況となっ
ています。支出では、民間消費が市外へ流出しており、原材料の調達など企業間取引の収支
（移輸出入収支）等を示すその他支出においても、市外への支出が市内を上回っています。 

〇2015（平成 27）年と比較すると、産業全体の生産額が増加し、経済循環率も増加している
ことから、市内産業の育成・支援を進めるとともに、消費・支出の流出抑制に努めることが
引き続き求められます。 

 
 
■射水市における地域経済の状況（2018 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■富山県内市町村別地域経済循環率比較（2018 年） 

No． 市町村名 地域経済 
循環率 

生産 
(付加価値額) 分配(所得) 

1 滑川市 122.2% 1,883 億円 1,542 億円 
2 富山市 108.8% 20,667 億円 19,000 億円 

3 射水市 96.5% 4,301 億円 4,457 億円 

4 高岡市 94.2% 6,862 億円 7,287 億円 
5 黒部市 92.7% 1,803 億円 1,946 億円 
6 砺波市 92.1% 2,041 億円 2,215 億円 
7 魚津市 90.7% 1,790 億円 1,974 億円 
8 上市町 84.4% 762 億円 903 億円 

38 億 

1,982 億 

2,281 億 

2,572 億 
1,587 億 

2,102 億 

142 億 

298 億 

1,181 億 

107 億 

地 域 経 済 循 環 率 は

96.5％で、所得の 3.5％

を市外に依存している

（あるいは獲得している

と言える）。 

一部、市外からの所得

（ 財 産 所 得 、 企 業 所

得、交付税、社会保障

費等）を得ている。 

民間消費の約２

割が市外に流出

している。民間投

資、その他支出

の 1～2 割程度が

市外から 流入し

ている。 

生産額は第 3

次 産 業 が 最 も

大きいが、一人

当たりの付加価

値額は第 2 次

産業が大きい。 

資料：RESAS（地域経済分析システム）2024 年 2 月時点 

234 億 

 

No． 市町村名 地域経済 
循環率 

生産 
(付加価値額) 分配(所得) 

9 南砺市 80.5% 1,881 億円 2,337 億円 
10 氷見市 78.6% 1,464 億円 1,863 億円 
11 小矢部市 76.4% 1,039 億円 1,359 億円 
12 入善町 75.0% 781 億円 1,042 億円 
13 立山町 67.5% 803 億円 1,188 億円 
14 朝日町 54.9% 301 億円 547 億円 
15 舟橋村 51.0% 71 億円 140 億円 
 富山県 97.2％ 46,448 億円 47,798 億円 

 資料：RESAS（地域経済分析システム）2024 年 2 月時点 
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② 富山県における地域経済循環図 

〇富山県全体をみると、分配（所得）において、雇用者所得、その他所得ともに地域外からの
流入があるものの、それらに大きく依存しているわけではなく、比較的高い地域経済循環率
を保っており、自立型の経済構造を有していることが分かります。 

〇一人当たりの雇用者所得、その他所得ともに全国都道府県の中で高い水準にあり、第 1 次産
業における一人当たりの付加価値額が全国 11 位と高くなっています。 

〇支出については、地域外への流出は大きくはないものの、今後、外貨を稼ぐ基盤産業の成⾧
を促進し、民間消費や企業の域際収支、投資の外部流出を抑制することが求められます。 
 

■富山県における地域経済循環図（2018 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 
 

  

分析ポイント例： 
・所得は域外に漏れているのか、それとも域外
から流入しているのか。 
・人口一人当たりの所得水準は、他地域と比較
して優位といえるのか。 
 
⇒富山県では、雇用者所得、地域外からの流
入があるものの、それらに大きく依存している
わけではなく、人口一人当たりの雇用者所得
水準は全国的に上位です。 

地域内の生産により、

生み出された付加価値

額から分配される金額

の総額 

地域内の住民・企業・行

政等が獲得した所得から

支出される金額の総額 

「生産（付加価値額）」を「分配（所得）」で除し

た値であり、地域経済の自立度を表す指標 ＜参考例示：富山県＞ 

・雇用者所得：労働の対価として得る賃金・給与  ・その他所得：財産所得、企業所得、交付税、社会保障給付、補助金等 

・民間消費額：住民の消費  ・民間投資：企業への投資  ・その他支出：地域内企業の移輸出入収支額・政府の投資 

地域内での支出から生産

へ還流される金額の総額 

資料：RESAS（地域経済分析システム）2024 年 2 月時点 

地域経済循環：①地域内企業の経済活動を通じて生産された付加価値は、②労働者や企業の所得として分配され、③

消費や投資として支出されて、再び地域内企業に還流するという流れを指しています。地域経済循環

図は、地域のお金の流れを生産（付加価値額）、分配（所得）、支出の三段階で「見える化」したもの

です。これにより、地域経済の全体像と、各段階におけるお金の流出・流入の状況を把握することが

できます。 

分析ポイント例： 

・付加価値額が最も大きい産業は何か。 

・労働生産性（従業者一人当たり付加価値額）

は、他地域と比較して優位といえるか。 

⇒富山県では、産業間では第２次産業の付加

価値額が 982 万円と最も大きく、各産業の全国

での順位では第１次産業が 11 位、第３次産業

が 14 位となっています。 

分析ポイント例： 

・地域住民の消費を域内で吸収できているか。 

・地域外からの投資・資金を呼び込めているか。 

⇒富山県では、民間消費とその他の支出で地域外

への流出がみられる状況です。 
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（８）その他、中小企業を取り巻く社会情勢 

〇全国の消費者物価指数をみると、2017（平成 29）年から 2022（令和４）年にかけて、総
合（生鮮食品及びエネルギーを含む）では、前年同月比で４％程度の上昇となっています。 

〇世界の原油価格をみると、2020（令和２）年から 2022（令和４）年にかけて、原油価格
が上昇しており、その後減少しているものの、原油高の傾向は続いています。 

 

■消費者物価指数（前年同月比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■原油価格の推移（月次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：総務省統計局「消費者物価指数」 
（注）各基準年の公表値による前年同月比。 

資料：世界銀行（World Bank - Commodity Markets） 
（注）月間の平均価格 
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２ 主な中小企業関連施策の実施状況 

（１）射水市中小企業制度融資 
本市では、企業のライフステージ（創業期、拡大期、安定期、再生期など）に応じて、様々

な制度融資を実施し、中小企業の安定的な経営を支援しています。 
 

■射水市中小企業制度融資及び信用保証料助成の実績 

□射水市中小企業制度融資の実績 

年度 

富山県 射水市 

合計 小口事業

資金 

中小企業

振興資金※ 

創業者 

支援資金 

短期季節 

資金 
工場設備 

近代化資金 
店舗近代

化資金 

2013 

（平成 25） 

件数 444 件 70 件 14 件 2 件 2 件 0 件 532 件 

金額 1,519,922 千円 559,682 千円 55,230 千円 10,000 千円 30,000 千円 0 千円 2,174,834 千円

2014 

（平成 26） 

件数 198 件 74 件 8 件 7 件 ※
平
成
26
年
度
か
ら
設
備
投
資
促
進
資
金
に
統
合 

※
令
和
３
年
度
か
ら
預
託
金
な
し 

-件 287 件 

金額 774,149 千円 667,078 千円 32,300 千円 22,400 千円 -千円 1,495,927 千円

2015 

（平成 27） 

件数 223 件 47 件 7 件 8 件 -件 285 件 

金額 987,984 千円 439,890 千円 40,100 千円 28,000 千円 -千円 1,495,974 千円

2016 

（平成 28） 

件数 160 件 48 件 7 件 6 件 -件 221 件 

金額 781,485 千円 327,787 千円 36,600 千円 19,120 千円 -千円 1,164,992 千円

2017 

（平成 29） 

件数 150 件 39 件 11 件 4 件 -件 204 件 

金額 707,660 千円 309,615 千円 31,505 千円 9,000 千円 -千円 1,057,780 千円

2018 

（平成 30） 

件数 130 件 32 件 5 件 5 件 -件 172 件 

金額 572,428 千円 270,420 千円 21,300 千円 12,000 千円 -千円 876,148 千円

2019 

（令和元） 

件数 123 件 30 件 3 件 2 件 ※
平
成
26
年
度
か
ら
設
備
投
資

促
進
資
金
に
統
合 

※
平
成
30
年
度
で
終
了 

158 件 

金額 561,100 千円 230,030 千円 8,000 千円 2,000 千円 801,130 千円

2020 

（令和２） 

件数 18 件 10 件 1 件 0 件 29 件 

金額 70,500 千円 95,900 千円 2,500 千円 0 千円 168,900 千円

2021 

（令和３） 

件数 38 件 17 件 4 件 0 件 59 件 

金額 136,700 千円 136,930 千円 24,800 千円 0 千円 298,430 千円

2022 

（令和４） 

件数 30 件 9 件 7 件 0 件 46 件 

金額 116,700 千円 94,750 千円 18,900 千円 0 千円 230,350 千円

※工場設備近代化資金融資制度と店舗近代化資金融資制度は、2014（平成 26）年度から中小企業振興資金（設備投資促
進資金）として新設統合 

※中小企業制度融資（振興･経営支援･経済変動･設備投資促進･緊急経営改善） 
中小企業制度融資は、中小企業の経営の安定化、設備の近代化、創業等に必要な事業資金の融資を目的に実施していま
す。また、企業が市制度融資を利用した場合、公的な保証人である信用保証協会の保証を受ける際に企業が支払う信用
保証料について、市が制度ごとに 2/3～全額の助成率で助成金を交付しています。 

※「富山県小口事業資金」「射水市中小企業振興資金」の新規申込が大幅に減ったのは、富山県新型コロナウイルス感染症
対応資金（３年間無利子、保証料ゼロ（又は１/２））等有利な県の融資の申込が多かったため。（参考:売上減少等の認
定書の発行、R2年度1,377件、R3年度115件、R4年度135件） 

「産業経済部資料」を基に作成 

 

□信用保証料助成の実績 

年度 件数 金額 

2013（平成 25） 232 件 20,910 千円 

2014（平成 26） 335 件 32,061 千円 

2015（平成 27） 239 件 16,912 千円 

2016（平成 28） 174 件 13,052 千円 

2017（平成 29） 168 件 11,723 千円 

2018（平成 30） 138 件 11,386 千円 

2019（令和元） 134 件 10,316 千円 

2020（令和２） 37 件 3,368 千円 

2021（令和３） 58 件 3,107 千円 

2022（令和４） 57 件 4,622 千円 

「産業経済部資料」を基に作成  
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（２）射水市中小企業販路拡大支援事業補助金 

2013（平成 25）年度から、中小企業の新分野への進出、販路拡大等の推進を目的として、
富山県外で開催されるビジネスマッチング（見本市、展示会、商談会等）の参加に要する経費
の一部について補助金を交付する「射水市ビジネスマッチング等販路拡大支援事業」を実施
していました。 

2015（平成 27）年度から、同事業を「射水市中小企業販路拡大支援事業」に変更するとと
もに、海外での事業実施を補助対象とし、補助限度額を 30 万円（海外は 50 万円）に引き上
げています。 

■中小企業販路拡大支援事業補助金の実績 

年度 補助件数 補助金額 補助率 補助限度額 

2013（平成 25） 10 件 1,167,347 円 
１/２ 20 万円 

2014（平成 26） 7 件 836,800 円 

2015（平成 27） 8 件 1,736,900 円 ２/３ 

30 万円 

（海外は 50 万円） 

 

 

2016（平成 28） 11 件 3,254,900 円 

１/２ 

2017（平成 29） 15 件 3,457,600 円 

2018（平成 30） 24 件 5,528 千円 

2019（令和元） 16 件 1,861 千円 

2020（令和２） 2 件 576 千円 

2021（令和３） 4 件 1,200 千円 

2022（令和４） 10 件 2,044 千円 

※2015（平成 27）年度は地方創生交付金の活用により補助率 2/3      「産業経済部資料」を基に作成 

 

（３）射水市中小企業専門家活用支援事業補助金（2016（平成 28）年度から実施） 

中小企業者が経営・技術等の改善を図るため、商工団体、富山県新世紀産業機構、中小企業
基盤整備機構の専門家派遣事業を活用した場合に支援しています。 

 

■中小企業専門家活用支援事業補助金の実績 

年度 
2016 

（平成 28） 
2017 

（平成 29） 
2018 

（平成 30） 
2019 

（令和元） 
2020 

（令和２） 
2021 

（令和３） 
2022 

（令和４） 

補助件数 ５件 ４件 １件 ４件 １件 ０件 ０件 

補助金額 110,000 円 80,500 円 10,200 円 80,500 円 10,200 円 ０円 ０円 

※補助率１/２、補助限度額３万円              「産業経済部資料」を基に作成 
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（４）産学官金連携1促進事業 

本市には、富山県立大学や富山高等専門学校等の高等教育機関や、近畿大学水産研究所富
山実験場等多くの研究機関があり、2006（平成 18）年には富山県立大学と、2011（平成 23）
年には富山高等専門学校、2021（令和３）年８月には学校法人浦山学園と幅広い分野で包括
的な連携・協力関係を推進するための協定を締結しています。 

このような背景のもと、市内企業と高等教育機関等との連携を促進することにより新技術
や新製品の創出を図るため、射水市商工協議会による産学官金交流会の開催等の産学官金連
携促進事業を支援しています。 
 

■市内企業と県立大学との共同研究件数の推移 

年度 2018（平成 30） 2019（令和元） 2020（令和２） 2021（令和３） 2022（令和４） 

共同・受託研究 

（年間件数） 
14 件 14 件 15 件 ９件 ４件 

資料提供:富山県立大学（年度契約件数をカウント） 
  ＊計上した共同・受託・奨励研究 

・共同研究・・・企業名等とお互いに研究持分を決めて研究をするもの 
・受託研究・・・団体機関から委託を受けた研究を行うもの 
・奨励研究・・・教員が研究開発するための環境支援、研究支援を行うもの 
・学術相談・・・教員が有料で技術相談を行うもの。（平成 28（2016）年から） 

 

（５）中小企業退職金共済契約掛金補助金 

中小企業に働く従業員の福祉向上と雇用の安定を図るため、中小企業者が新規に退職金共
済契約を締結し掛金を 1 年間納付した場合、掛金に対し補助金を交付します（1 事業者につ
き１回限り）。 

補助率:掛金年額の 20％（１人当たりの限度額 12,000 円） 

■中小企業退職金共済契約掛金補助金の交付実績 

 

 

 

 

 

「産業経済部資料」を基に作成 

                                                   
1 民間企業、行政機関、大学等の教育機関、金融機関が金融技術や新商品等の開発その他の取組のために連携を

行うこと。 
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（６）射水市地域職業相談室（ワークセンター射水） 

射水市地域職業相談室は、県内ハローワークの統廃合に伴い 2007（平成 19）年度末で廃止
されたハローワーク新湊に代わり、職業相談及び職業紹介を行っています。 

■射水市地域職業相談室の利用実績 

年度 
新規求職者数 

(A) 

就職件数 

(B) 

就職率 

(B／A×100) 
来所者数 

2018（平成 30） 1,049 人 714 件 68.1％ 10,925 人 

2019（平成 31） 981 人 654 件 66.7％ 12,558 人 

2020（令和２） 884 人 540 件 61.1％ 9,495 人 

2021（令和３） 809 人 513 件 63.4％ 8,041 人 

2022（令和４） 967 人 479 件 49.5％ 6,962 人 

「ワークセンター射水資料」を基に作成 

（７）合同企業説明会事業者参加支援補助金（2015(平成 27)年度から実施） 

大都市圏に就学している大学生等の UIJ ターン就職を促進するため、市内事業者が首都圏、
関西圏、中京圏で開催される合同企業説明会に参加する場合に経費の一部を補助していまし
たが、2018（平成 30）年度からは、三大都市圏に限らず、県外開催であれば補助対象とする
こととしています。 

■合同企業説明会事業者参加支援補助金の実績 

年度 
2015 

（平成 27） 
2016 

（平成 28） 
2017 

（平成 29） 
2018 

（平成 30） 
2019 

（令和元） 
2020 

（令和２） 
2021 

（令和３） 
2022 

（令和４） 

補助件数 ４件 ０件 ０件 ２件 ２件 ０件 ０件 ０件 

補助金額 439,600 円 ０円 ０円 210,100 円 11,500 円 ０円 ０円 ０円 

※補助率 2015(H27)～2016(H28)年度;先行型交付金を活用し 2/3 補助 

2017(H29)年度～;１/２補助、補助限度額 10 万円（三大都市圏の場合 20 万円） 

「産業経済部資料」を基に作成 
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（８）学生企業訪問支援事業（2015(平成 27)年度から実施） 

若者の３年以内の離職率が高い状況において、学生が市内企業の業務内容等を十分把握す
ることにより、自分に適した魅力ある市内企業への就職につなげるため、市内企業内の視察
等を行っています。 

■学生企業訪問支援事業の実績 

年度 実施回数等 コース、参加企業数 参加者数 

2015（平成 27） ２回（２日間） 全４コース、延 19 社で実施 延 66 名 

2016（平成 28） １回（２日間） 全５コース、延 22 社で実施 延 64 名 

2017（平成 29） １回（２日間） 全５コース、延 26 社で実施 延 86 名 

2018（平成 30） １回（２日間） 全５コース、延 22 社で実施 延 71 名 

2019（令和元） 
新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止。 

2020（令和２） 

2021（令和３） １回（１日間） 全１コース、４社で実施 ９名 

2022（令和４） １回（１日間） 全２コース、７社で実施 30 名 

「産業経済部資料」を基に作成 

 

（９）とやま呉西圏域就業マッチング支援事業（2018(平成 30)年度から実施） 

本事業は、首都圏への人材流出を防ぎ、とやま呉西圏域における人口増加、雇用創出等を図
るため、WEB 等の新たな手法による企業と新卒学生などの求職者のマッチング機会の創出、圏
域内企業に対する総合的な求人サポート、Ｕターン・Ｉターン就職支援による圏域定着の促進
を行っています。2020（令和２）年度、2021（令和３）年度においては、コロナ対策のため
WEB による企業説明会を開催しましたが、2022（令和４）年度にはコロナ前と同様、対面に
よる合同企業説明会を開催しました。 

■とやま呉西圏域就業マッチング支援事業の実績 

年度 
2018 

（平成 30） 
2019 

（令和元） 
2020 

（令和２） 
2021 

（令和３） 
2022 

（令和４） 

マッチングイベント参加者数 228 人 - 323 人 220 人 160 人 

事業費（圏域全体） 5,360 千円 - 5,680 千円 5,674 千円 5,785 千円 

※2019（令和元）年度のマッチング支援事業は新型コロナウイルス感染症対策のため中止  

「産業経済部資料」を基に作成 
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（10）とやま呉西圏域異業種交流促進事業（2018(平成 30)年度から実施） 

圏域内の企業交流や域外企業との新たなビジネスマッチングの実現に向けた機会創出を推進
するため、展示会への共同出展及び企業への出展補助を行っています。 

■とやま呉西圏域異業種交流促進事業の実績 

年度 
2018 

（平成 30） 
2019 

（令和元） 
2020 

（令和２） 
2021 

（令和３） 
2022 

（令和４） 

商談件数 

（１業者当たり平均） 

圏域 3.6 件 3.5 件 0.14 件 2.3 件 2.8 件 

射水市 4.0 件 4.3 件 0.0 件 1.6 件 2.7 件 

事業費（圏域全体） 5,135 千円 5,375 千円 1,191 千円 4,936 千円 5,341 千円 

※2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン商談会に出展  「産業経済部資料」を基に作成 
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３ 第２次計画の成果指標の状況 

 

 
 

指標項目 現況年度 現況値 目標値 
（2023 年度） 

年間商品販売額 
※経済センサスから 

2021 
（令和３） 2,790 億円 3,300 億円 

製造品出荷額 
（従業者 300 人未満の事業所） 
※工業統計調査から 

2021 
（令和３） 2,988 億円 3,300 億円 

専門家活用支援事業補助金 
利用件数 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） ０件／年 10 件／年 

創業支援事業補助金利用件数 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） 19 件／年 累計 85 件 

（2019～2023 年度） 

 

 

 
指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 
中小企業販路拡大支援事業 
補助金利用件数 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） 10 件／年 30 件／年 

 

 

 
指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 

産学官金共同研究の年間件数 
※富山県立大学から聞き取り 

2022 
（令和 4） 4 件／年 15 件／年 

 
 

  

（１）経営革新及び創業の促進 

（２）販路拡大の促進 

（３）産学官金連携の促進及び連携による新技術等開発の促進 
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指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 

合同企業説明会参加者数 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） - 80 人 

学生企業訪問支援事業の参加
学生満足度 ※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） 97.7％ 98.3％ 

 

 
指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 
専門家活用支援事業補助金 
利用件数 
（再掲）※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） ０件／年 10 件／年 

 

 
指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 
商店街等新規出店支援事業 
補助金利用件数 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） 6 件 累計 10 件 

（2019～2023 年度） 

工事の市内業者発注件数割合 
※管財契約課資料から 

2022 
（令和 4） 82.89％ 87％ 

市内企業団地分譲率 
※商工企業立地課資料から 

2022 
（令和 4） 98.1％ 100％ 

 

 
指標項目 現況年度 現況値 目標値 

（2023 年度） 

射水市ゆとりライフ互助会加入者数 
※ゆとりライフ互助会加入実績から 

2022 
（令和 4） 778 人 900 人 

中小企業退職共済加入者数 
※中小企業退職金共済事業本部資料から 

2022 
（令和 4） 3,865 人 4,100 人 

 
 

指標項目 現況年度 現況値 目標値 
（2023 年度） 

創業機運醸成事業 参加者数 
※射水市創業支援等事業計画に基づく 

創業機運醸成事業実績から 

2022 
（令和 4） 55 人 累計 250 人 

（2019～2023 年度） 

 

（８）次代を担う若者の勤労観及び職業観育成の促進 

（７）労働環境及び勤労者福祉の向上の促進 

（６）地域資源や地域特性を活かした地域経済発展の促進 

（５）円滑な事業承継の支援 

（４）人材育成及び人材確保の促進 
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４ 射水市の特徴・取り巻く状況等のまとめ 

（１）市の特性・特徴など 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）中小企業（産業構造）を取り巻く状況など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）統計データにみる主なポイント 

 

 

 

 

 

 

 

● 人口減少が加速する中、次代を担う若者の育成と、女性や高齢者、障がい者、外国人
など、多様な人材活躍を促進する必要がある 

● 経済循環構造上の資金の“漏れ”は、民間消費にみられるため、商業や観光等による消
費流入の回復と、企業の域外マネーの獲得が求められる 

● 製造業が実質的な基盤産業となっているが、経済・社会のグリーン化に対応した業態
変革支援や、土地活用上の課題も踏まえ、高付加価値化、高効率化が必要 

● 幅広い産業分野の強みを有しており、相互連携による相乗効果を発揮させる 
● コロナや世界情勢などで人材不足、物価・エネルギー価格の高騰などにより、中小企

業への影響が多大となっており、幅広い支援が求められている 

● 古くは旧北陸道や北前船航路、近年では港湾、高速道路、鉄道が充実した物流の拠点 
● 国際拠点港湾の富山新港を擁し、環日本海・アジア地域の交流・物流拠点 
● 外国人住民が市の総人口の約３％と、県内市町村の中で最も割合が高い 
● 製造業の事業所が集積し、「非鉄金属製造業」「鉄鋼業」の割合が高い 
● 富山県立大学、富山福祉短期大学、富山高等専門学校など高等教育機関が集積 
● 1 人当たりの雇用者所得は県内市町村で最も高い 
● 市外に流出している民間消費額が多いが、近年新しい商業エリアも整備されつつある 
●女性の就業率、共働き率が高い 

● 人口減少、少子高齢化が進展する一方、コロナ禍、ウクライナ情勢などの影響、ＤＸ
やＧＸ等の急速な進化など中小企業を取り巻く経営環境は多様化・複雑化している 

● 分野ごとの課題 

  ＜製造業＞ 
・製造品出荷額等は、リーマンショック以前の水準には届いていない 
・カーボンニュートラルに向けて迫られる対応 

＜商業・サービス業＞ 
・郊外への大規模小売店の進出やＥＣ市場の拡大に伴い、商店街の空洞化が進行 
・地域商店の経営者の高齢化や後継者不足 
・卸売・小売業の年間商品販売額は減少傾向 
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（４）第 2 次射水市中小企業振興計画の取組 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■次期中小企業振興計画策定に当たって、対応していくべき課題案 
 
 
 
 
 

 

  

①市の強み・特性の発揮と産業間連携推進による好循環構造の実現 
②DX、グリーン化、アフターコロナ対策等新たな社会潮流への対応 
③人づくりと産業政策が一体となった持続的発展 
④事業承継への支援 
⑤女性活躍の推進 
⑥多様な働き方を叶える雇用環境の整備 
 

● 中小企業制度融資や射水市中小企業販路拡大支援事業補助金などの主な中小企業関
連施策について継続して実施した。さらに以下の取組についても実施・創設等を
行っている。 
 
＜その他、第２次計画期間に取り組んだ主なもの＞ 

 ・中小企業販路拡大支援事業補助金（2021 年度から「オンライン特別枠」を創設） 
・学生企業訪問支援事業（バスツアー）を実施 
・沖塚原企業団地の分譲を 2023 年４月１日開始 
・市内中小企業向けＤＸ個別相談会の実施 
・射水市中小企業等ＤＸ推進事業補助金の創設 
・複合型テレワーク拠点施設「アグミライミズ」の開所 
・サテライトオフィス等開設支援事業補助金の創設 
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【参考】現状把握・課題抽出に当たっての各種調査 

中小企業の課題抽出に当たり、参考とした調査の概要は次のとおりです。 

 

（１）企業状況調査 

・調査基準日：2023（令和 5）年 1月 1日 

・調査方法：郵送による配布・回収 

・回収結果：発送 500 通、回答 192 通、回収率 38.4％（前年度 35.8％） 

・調査内容：事業所概要、業況変化・見通し、経営上の課題、市の施策、労務状況など 

 

（２）市民アンケート調査 

・調査実施期間：2023（令和 5）年 9月 25 日～10月 10 日 

・調査方法：ホームページ、SNS による配布・回収 

・回収結果：回答 203 件（ホームページ 8件、SNS195 件） 

・調査内容：回答者の概要、職場に求める制度・対策、商業・工業振興に必要な取組など 

 

（３）企業ヒアリング 

・調査基準日：2023（令和 5）年 8月～9月 

・調査方法：各商工団体に依頼し、相談に来所または訪問した企業ヘヒアリング 

商工企業立地課窓口に各種申請や相談に来庁した企業ヘヒアリング 

※直接ヒアリング形式、また FAX 等で回答のあったものも含む。 

・調査結果：49 件 

      建設業 9社／製造業 8社／小売業 10社／不動産・物品賃貸業 2社／専門・技術

サービス 4 社／飲食サービス 4 社／生活関連サービス 5 社／サービス業 1 社／

医療 2社／情報通信業 1社／不明 3社 

・調査内容：事業所概要、施策の認知度、特に力を入れている取組、事業環境に関する評価、 

      必要な支援、連携の状況、今後の事業展望や参入意向、施策へのアイデア等 

 

（４）事業者アンケート（事業承継について） 

・調査実施期間：2023（令和 5）年 9月 4日～9月 19日 

・調査方法：郵送による配布・回収 

・回収結果：発送 500 通、回答 226 通、回収率 45.2％ 

・調査内容：事業所概要、経営者の区分、事業承継の意向、事業承継の状況など 
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第３章 中小企業振興のために目指す方向性 
 

１ 将来像と基本的な視点について 

（１）将来像について 
 

農水商工観のバランスがとれた経済構造を有する射水市は、これまで築き上げた取組を
ベースに、特色ある地域資源や強みを活かして、中小企業振興や経済成⾧に取り組んできま
した。 

今後、これらのポテンシャルをより一層、発揮するために、地域資源のより一層の磨き上げ
と有機的な連携の強化により、射水市ならではのイノベーションによる“新・地域産業”を創出
し、新たな価値を創造しつつ、持続的に発展する都市を目指します。 

射水市の中小企業振興による経済成⾧が、市民一人ひとりの豊かさや成⾧へとつながり、
ワクワク心躍り、チャレンジ可能な働きがいのある地域となるような将来の都市像をイメー
ジして、第３次中小企業振興計画の将来像を「～共創し、未来へ挑戦し続ける射水の中小企業
～射水イズムで、まちの飛躍をリードする」とします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■第３次中小企業振興計画の将来像 

 

 

※様々な社会情勢の影響がある中で、「挑戦し続ける姿勢、相互に連携し合い成長力
を高める取組（射水イズム）」によって、射水市の未来を先導し、発展につなげる。 

射水イズムで、まちの飛躍をリードする 

～共創し、未来へ挑戦し続ける射水の中小企業～ 
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（２）推進する基本的な視点 
 
将来像を実現するための、基本的な視点を以下の３つに設定し、各基本方針を体系化します。 
また、計画を体系化するに当たっては、上位計画である総合計画等と整合性を図り、進める

こととします。 

 
 ■市総合計画における基本的な視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中小企業の経営革新、創業支援、販路拡大などの取組を進め、さらに市内企業や関係機関等
の有機的な連携によるイノベーションを促し、産業の競争力強化を高め、産業全体の振興をは
かります。 

人材育成や人材確保、事業承継への支援を進め、中小企業の活力を永続化させ、高度化した
経済循環を実現するために、新しいビジネス機会の創出や、チャレンジできる環境づくりを進
めます。 

多様な人材が活躍できるよう、労働環境や勤労者福祉の向上に取り組み、雇用環境の整備を
はかるとともに、次代を担う若者たちが、安心して働くことができるような就労・仕事環境づ
くりを促進します。 

© @inagakiyasuto 

 

© @inagakiyasuto 
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２ 計画の体系（基本施策） 

 
（１）計画の体系 
 
■第３次射水市中小企業振興計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※基本施策の  は第３次計画での新たな取組です。 
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（２）重点取組 
 
第３次射水市中小企業振興計画では、様々な施策のうち、横断的・重点的に取り組む内容を

以下の４つに設定し、集中的に推進します。 
 

●重点施策１ 『仕事をおこす（創業への機運醸成・創業しやすい環境づくり）』 

様々な創業ニーズに対応した施策を実施し、創業者の発掘・成⾧に取り組みます。創業の種
を蒔き、育てることで地域経済の担い手を増やし地域経済全体の新陳代謝をはかります。 

 

＜関連する事業＞ 
事業名 

○創業支援事業補助金、○商店街等新規出店支援事業補助金（創業者加算）創業サポートセ
ミナー、○創業塾・創業サロン（商工団体）、○先輩創業者に学ぼう!起業・創業セミナー
（呉西圏域連携事業） 

 

今後必要な事業・ 
拡充すべき事業・ 
検討する取組 

○若手・学生起業家の創出及び創業後支援 
○小中高校生への職業観の醸成 
○専任スタッフによるビジネスサポートセンターの設置 

 
 

●重点施策２ 『時代に即した柔軟で多様な働き方への対応』 

あらゆる人が多様な働き方で活躍できるよう市内中小企業の取組を支援します。また、職
業訓練や柔軟な働き方ができる職場環境の整備に取り組みます。 

 

＜関連する事業＞ 
事業名 
○ワークセンター射水の運営、○学生企業訪問支援事業（バスツアー）、○就業マッチング
支援事業（とやま呉西圏域連携事業）、○求人採用動画作成支援事業、○高等教育機関の各
種セミナー等の周知、○ワークセンター射水の運営支援、○障がい者雇用奨励金、○テレワー
ク拠点施設の整備、○サテライトオフィス等開設支援補助金、○市認定インキュベーション
施設 

 

今後必要な事業・ 
拡充すべき事業・ 
検討する取組 

○男性の育児休暇取得率向上 
○誰もが働きやすい職場環境づくり 
○リスキリング、リカレント教育 
○インターンシップの推進 
○デジタル人材の育成 
○副業・兼業、ショートタイムワーク 
○シェアオフィスの開設 
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●重点施策３ 『あらゆる団体が連携し地域内経済循環を拡大する』 
中小企業の強みや魅力を地域の企業同士をはじめ、商工団体、金融機関、高等教育機関など

地域社会を構成する団体との連携を密にし、新たなイノベーションや地域の賑わい創出、労
働力の確保を実現します。 

＜関連する事業＞ 
事業名 
○市内中小企業への経営指導、○地域振興事業を担う商工団体への支援、○新商品・新技術
開発支援事業補助金、○ものづくり相談会（とやま呉西圏域連携事業）、○市商工協議会産
学官金交流会の開催支援、○消費喚起事業（プレミアム付商品券など） 

 

今後必要な事業・ 
拡充すべき事業・ 
検討する取組 

○地域通貨・クーポン事業 
○産学官・政策間・地域間連携による多角連携型の地域活性化事業 

 

 

●重点施策４ 『ＤＸ推進に取り組む』 
市内中小企業が複雑化する経営環境に対応するため、デジタル技術を活用した既存業務の

構造的な見直しを推進します。また、それぞれの段階に応じた必要な取組ができる環境を整
えます。 

＜関連する事業＞ 
事業名 
○DX 個別相談会、○中小企業等 DX 推進事業補助金、○IT 活用支援事業補助金 

 

今後必要な事業・ 
拡充すべき事業・ 
検討する取組 

○富山県立大学 DX 教育研究センターと市内中小企業の連携推進 
○企業内 DX 人材育成事業 
○企業 DX 化推進支援事業 
○デジタル人材育成事業 
○SNS ツールを活用した企業への支援情報提供 
○「IT 導入補助金」など、国補助金申請代行支援事業 
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第４章 基本方針・施策・具体的な取組 

基本方針１ 中小企業が元気なまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、経済に多大な影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症が収束に向かいつつあり、改め
て経済活動が活発化する中ではありますが、少子高齢化、世界情勢不安によるエネルギー価格の
高騰、防災・減災対策など、市の産業を取り巻く状況は、より一層の厳しさを見せています。 

こうした状況下にある事業者ニーズとして、融資や助成、補助金等の支援を求める傾向があ
ることから、今後の中小企業振興に当たっては、情報提供の強化を含めて、継続的かつ効果的
に支援していく必要があります。 

現状と課題 

◆継続的な経営環境への支援対策の推進 

◆コロナ後の状況を踏まえた取組が必要 

◆事業者が望む経営対策への対応 

◆販路拡大の促進 

◆わかりやすい情報提供が求められる 

現在の経営上の問題（課題） 

回答者数：192（複数回答） 

活用した補助金  

回答者数：47（複数回答） 

32.4 
23.0 

13.5 
12.2 

0% 20% 40%

富山県ビヨンドコロナ補助金

事業再構築補助金

IT導入補助金

ものづくり補助金

◆約半数が事業継続計画（BCP）を策定していない 

BCP の策定状況 

～中小企業白書

2022 版より～ 

15.0 

7.0 

24.0 

46.0 

0% 20% 40% 60%

策定している

現在、策定中

検討している

策定していない

55.2 

46.4 

29.2 

0% 20% 40% 60% 80%

仕入れ・原材料費の経費増加

従業員の確保難

人件費や仕入れ・原材料費

以外の経費の増加
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施策 具体的な取組 

 
※1 事業継続計画(BCP) 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小
限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動
や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 
 

※2 事業継続力強化計画認定制度 
中小企業が行うハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定、発災時の

初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）、ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具
体的な対策など、防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定するもの。 

認定を受けた中小企業は、税制措置や補助金の加点などの支援策を活用できる。 

 
地域経済の持続的な発展には、中小企業の存在が必要不可欠です。人口減少やグローバ

ル化に伴う様々な経営課題の解決に向け、商工団体と連携し、融資制度の充実や専門家の
派遣などの支援を継続するとともに、支援内容の情報提供のあり方も見直し、多様化・複
雑化する経営環境に対応するための支援策に取り組みます。 

また、災害等における事業継続の困難を回避し、早期の事業回復を支えるため、「事業継続計
画（BCP）」や「事業継続力強化計画認定制度」に関する情報発信や講座の開催など、各計画の
策定を後押しするとともに、緊急時の資金を調達・確保を支援し、早期の復旧・復興ができる
よう、国・県・各金融機関等との連携を強めていく必要があります。 

今後の方向性 

今後取り組むべき事項 
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基本方針２ 賑わいのあるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、富山県立大学や富山高等専門学校等の高等教育機関との協定のもと、産学官金
交流会の開催など、連携を促進するとともに新規商品の開発を促し、商店街の新規出店等へ
の支援等にも取り組んでいます。今後、さらなる市の賑わいづくりの創出に向け、工業・商
業分野のニーズをくみ取りながら、他分野及び関係機関との連携や空き店舗等を活用した商
店街等への支援など、取組を強化していく必要があります。 

現状と課題 

◆出店者への情報提供や新陳代謝をはかるイベ

ント等が求められています 

◆商店街対策、観光分野との連携等が必要 

◆商業振興では空き店舗（家）へのニーズが高い 

◆工業振興は人材育成や研究開発の割合が高い 

50.7 

46.8 

36.9 

0% 20% 40% 60% 80%

空き家・空き店舗の有効活用

若い人が集まりやすい店舗の誘致

使いやすい駐車場・駐輪場の設置

商業振興で必要な取組  

回答者数：203（複数回答） 

工業振興で必要な取組  

回答者数：203（複数回答） 

43.3 

38.9 

33.5 

0% 20% 40% 60%

人材育成の推進

新商品や新技術に関わる研究開発な

ど、企業の研究開発力の強化への支援

市内企業間の連携による「射水産」の

製品開発

14.8 

12.6 

11.8 

0% 20%

出店希望者への情報提供

景観を考慮し、取り壊しや

用途の転用を促進

起業、創業者の事務所

として貸出

空き店舗（空き家）対策で必要な取組  

回答者数：192（複数回答） 

22.8 

16.8 

15.8 

0% 20% 40%

新陳代謝の促進

ホームページやSNS等を用

いた情報提供の強化

店舗の改装

商店街活性化（店舗支援）で必要な取組  

回答者数：192（複数回答） 

18.5 

16.8 

16.4 

0% 10% 20% 30%

集客のためのイベントの開催

集客力のある施設の立地

まちづくりの担い手の人材育成

商店街活性化（商店街支援）で必要な取組  

回答者数：192（複数回答） 
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施策 具体的な取組 

  

 
賑わいを生み出すために、消費喚起や商業店舗の新陳代謝をはかることが必要となってい

ます。今後は、国の事業とも連携し、市民や事業者の商業振興ニーズを踏まえ、「新規出店
支援」「空き店舗の活用」「商店街の拠点整備」などの取組を進めます。 

今後の方向性 

今後取り組むべき事項 
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基本方針３ 未来につながるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル化の社会的な要請が高まる中、今後より一層、DX（デジタルトランスフォー
メーション）が推進され、事業者を取り巻く環境が大きく変化していくことが見込まれま
す。また、エネルギーの価格高騰等が進む中、GX（グリーントランスフォーメーション）
により、企業活動においてもカーボンニュートラル（温室効果ガスの削減）や環境に負荷
の少ないエネルギーの活用等の取組の重要性が高まりを見せています。 

本市では、まだこうした動きが少ない状況にありますが、これらの活動を経済成⾧の機
会と捉え、産業競争力を高める機会にする視点も必要となっています。 

あわせて、市の産業構造をより強固にするため、企業誘致等の取組を継続的に進め、市
内企業の新陳代謝をはかることも重要です。 

現状と課題 

◆IT 利活用は PC やソフトでの活用が多い 
◆企業誘致やサテライトオフィス等の整備推進 

◆DX 推進に向けた補助などの支援の検討 

射水市に立地するメリット 

回答者数：192（複数回答） 

39.6 

27.1 

24.0 

0% 20% 40% 60%

物流に便利である

十分な敷地面接が確保できる

災害や治安の面で安全である

92.2 

91.1 

88.0 

64.6 

37.0 

31.3 

65.1 

42.7 

25.0 

2.1 

2.1 

4.7 

28.6 

53.1 

58.3 

27.1 

49.0 

67.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パソコンやタブレット端末

一般的なオフィスソフト

（ワード、エクセルなど）

電子メール

自社ホームページの開設

グループウェア

電子商取引や受発注情報管理

給与・経理業務のための

パッケージソフト

統合基幹業務システム

テレワーク環境の整備

導入している 未導入 不明・無回答

IT ツールの利活用状況について  

回答者数：192（複数回答） 
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施策 具体的な取組 

 

 

  

 
未来につながるまちづくりを進めるために、セミナーや情報提供を通じて、DX や GX 推進

をはかるとともに、企業誘致・サテライトオフィス等の開設などに取り組みます。 

今後の方向性 

今後取り組むべき事項 
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基本方針４ 創業しやすい・継ぎやすいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市では、これまでも創業支援や事業承継セミナーを開催してきましたが、創業支援につ
いては、より総合的な支援が求められており、事業承継についても、多くの事業者の課題に
対応しながら、情報提供を含め、さらにきめ細かな取組を進めていく必要があります。 

現状と課題 

◆事業者の状況に応じた事業承継の必要性 
◆創業・起業には継続的な支援が必要 

◆親族内承継が７割以上となっている 

◆事業承継に必要な支援は「税制支援」 

誰に事業承継するか 

回答者数：92（単数回答） 

75.0 

17.4 

7.6 

0% 20% 40% 60% 80%

親族内承継

親族外承継

M&A

28.3 

24.9 

16.9 

0% 20% 40%

税制支援

補助制度の創設

金融（資金繰り）支援

事業承継に必要な支援 

回答者数：92（単数回答） 

24.3 

18.6 

24.8 

29.2 

0% 20% 40%

是非、事業継承したい

できれば事業継承したい

後継者がいなければ廃業する

事業承継は希望しない

事業承継への意向 

回答者数：226（単数回答） 

42.0 

51.3 

3.1 

0.4 

0% 20% 40% 60%

創業者（初代）

創業者の親族

従業員出身

他社からの出向

経営者の区分と年齢 

回答者数：226（単数回答） 

13.7 

29.6 

50.0 

0% 20% 40% 60%

50歳代

60歳代

70歳代以上

7.5 

23.5 

65.9 

0% 20% 40% 60% 80%

知っている

名前は聞いたことがある

知らない

事業承継税制（納税猶予制度）を知っているか 

回答者数：226（単数回答） 
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施策 具体的な取組 

 

  

 
創業しやすい・継ぎやすいまちを目指すためには、一過性ではない継続的な支援と、関係

の支援機関等の連携した対応が必要となっています。また、創業や事業承継に関連する既存
制度の周知も必要になっており、本市の産業を持続的に発展させていくためにも、市内での
創業や起業から事業承継までを、一貫して促進できるよう努めます。 

今後の方向性 

今後取り組むべき事項 
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基本方針５ 働きやすいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産年齢人口の減少に伴い、多くの分野で人材不足が深刻化しています。企業ヒアリン
グや市民アンケートの結果においても、「人材確保」や「人材育成」に関する意見が多く
なっており、各事業者のニーズにマッチした様々な支援が必要となっています。 

また、事業者を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中、労働者一人ひとりが環境変化
に柔軟に対応して活躍できるよう、スキルアップをはかるとともに、ワーク・ライフ・バ
ランスの啓発等を通じて、誰もが仕事と生活の調和をとりながら働き続けることができる
雇用環境の実現が求められています。 

現状と課題 

◆多様な人材が活躍できる環境づくりの推進 ◆人材確保策、育成対応等が必要 

◆働き方の事例や情報共有が求めれている 

◆人材に関するニーズが高い 

◆福利厚生や環境改善に関するニーズが高い 

42.9 

38.9 

36.9 

0% 20% 40% 60%

仕事に携わる人材の確保、育成

の支援

地域に根差す商店街の多様化

への支援

事業の後継者の確保

中小企業振興に必要な取組 

回答者数：203（単数回答） 

22.4 

18.8 

7.3 

0% 10% 20% 30%

継続雇用制度の導入

定年の引き上げ

定年制度の廃止

高年齢者雇用安定法の取組 

回答者数：192（複数回答） 

18.8 

12.0 

59.9 

0% 20% 40% 60% 80%

現在雇用している

過去に雇用はあるが現在してない

雇用したことはない

障がい者雇用安定法の取組 

回答者数：192（複数回答） 

43.8 

16.1 

26.0 

0% 20% 40% 60%

制限していない

許可制

（原則）禁止

副業・兼業の制限状況 

回答者数：192（複数回答） 
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施策 具体的な取組 

 
性別、年齢、障がいの有無等にかかわらず、市内で働くことを希望する方や労働者に対し

て就労機会や技術向上機会の提供等を行い、人材確保を進めるとともに、いきいきと働くこ
とができる環境を整備します。 

また、⾧期的な視点を持って、未来の射水市を担う人材育成をはかるため、市内の産業資
源を活用した様々な取組を行い、まちへの誇りの醸成とともに、射水市での就労と定住が選
択できる環境づくりを進めます。 

今後の方向性 

今後取り組むべき事項 
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第５章 計画推進の役割と計画の進捗管理 
 

１ 計画推進の役割と進捗管理 

 
（１）計画推進の役割 
 

本計画の推進に当たっては、「射水市中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づき、各主体
がそれぞれの責務・役割を果たしつつ、市内の中小企業・小規模企業及び経済団体、大企業、教
育機関、金融機関、市民その他関係機関と計画が目指す方向性を共有し、連携・協力しながら、
効果的に中小企業の振興に取り組んでいきます。 
 

①市の責務 
 ・総合的な施策の策定、実施 
 ・関係機関との連携、小規模企業者への配慮 
 ・中小企業者等の受注機会の確保 など 

 
②中小企業者等の努力 
 ・自主的な取組による経営力の向上及び改善 
 ・後継者の育成、円滑な事業承継 
 ・人材の育成、雇用の安定、多様な働き方の確保など、労働環境の整備 
 ・市内 物品又はサービスの活用 
 ・関係者及び関係機関との連携 、市の施策への協力 
 ・活力ある地域社会の形成に寄与 など 
 
③中小企業に関する団体及び金融機関の役割 

・中小企業者等の経営力向上及び改善に向けた自主的な取組への支援 
 ・中小企業者等との連携、市の施策への協力 など 
 
④大企業者の役割 

・中小企業等の製品やサービスの活用 
 ・中小企業者等との連携、市の施策への協力 など 
 
⑤教育機関の役割 
 ・中小企業者等の経営力向上及び改善に向けた自主的な取組への支援 
 ・中小企業者等との連携、市の施策への協力 など 
 
⑥市民の理解と協力 
 ・中小企業等の振興への理解と協力 
 ・消費者として、市内中小企業等の製品やサービスを利用 など 
 



 

41 

（２）計画の進捗評価 
 

本計画を効果的・効率的に推進していくため、市内商工団体からの企業状況ヒアリング、書
面による「企業状況調査」を継続して実施しニーズを把握するとともに、学識経験者や関係機
関等で構成する「射水市中小企業・小規模企業振興会議」の場において、施策・取組の進捗状
況や成果等を評価・検証しながら本計画の進捗管理を行い、必要に応じて改善・見直しを行い
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

【参考】 
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第６章 推進施策の成果指標と目標値 
 

１ 成果指標と目標値 

本計画の施策を進めるに当たって、上位・関連計画と整合性をとり数値目標を定めます。 
なお、この数値目標は射水市内の大きな変化（自然災害の発生、著しい社会情勢の変化 

等）や日本の経済情勢の著しい変化は考慮していないため、外的環境に大きな変化が生じた
際には適宜精査を行い、見直しを行います。 

前回、第２次計画における成果指標のうち、継続的に進める必要があるものに対し、数値設
定の見直しを行いつつ引き続き成果指標とします。 
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